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要するにふつ うの大学付置研究所が要求され要求す る当然のことであ り,共同

利用研究所 としての特殊性では覆い ｡ 軍在共同利間として必季 冬ことといえば

-大学では予算的に不可熊を大型装置 (原子炉等)を共同便所的に棲える場所

の設置だけではをV,かOそ こを私物化させず, しか もこま切れ的な仕事で奇V,

腰の入 った研究の出来る場所にする こと以外になvlように感じる0

5. どうした らvlいのか ?

予算 と人事 と労働力を握 って とにか く論文を多 く生産 した人が評価 され,共＼

同利用の装置の維持管理に頭を脳ます人 が下積みの苦労をし,この体制が一向

に変るこ とを く差別がますます固定化され,エス カレ~一夕一にのりか くれる と

疎外されてvlく現在の研究者の世界では必ずしも物性研.の研究 者だけが責め ら

れる筋合vlは無V,であろ うo これ らの ことを抜 きに してvlくら制度をvlじ って

みて も本質は変 ら夜 V,であろ うが,ルールとしてたてまえと中味だけは一致 さ

せては LvlものであるO物性研甲中で実質共同利用的 なもの と,実質個人研 究

室の寄せ集めの付置研究所の部分 に制度的にも分けてしまvl,共同的 なものは

完全に共同利用のたてまえ通 りにして,東大付置物性研の研究者 も共同利用物

性研に対 しては他の場所の研究者 と平等に扱われるとtn う具合であるO最後に

エリー ト研究者 を国立研究所 として例えば筑波山のふ もとに集め他 との差別 を

深めることで業積競争を激化させ, 羊deology､的に もふ りわけようとvlう資太

主義 としては当然の能率化の動 きとの関係の喝点 も見落してはを らなvlとい う

指摘があ ったこともつけ加えたvlo

｢大学改革と物性研究所｣につthて

物性研 芳 田 空

物性研所長鈴木平氏の ｢大学改革 と物性 研｣と琴す る文章を検討し,意見を

述べるように編集委員の方か ら依嶺されて筆をとるわけで あるが, この小論 に

述べられた共 同利用研罵憩 には,私 も大す じにかいて殆んど同意見である｡ ,堤
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って改めて私の意見を述べる必要 に夜V,ように思われ-るので,鈴木所長 の御意

見を敷えん し,特に重要と思われ る部分を列記,強調 し鈴木構想の要約を試み

ることにするO

表題に も示されてvlるように この論文は共同利用研,及び物性研の今後のあ

り方を大学 改革と結びつけて考察 したものであるが, こ でゝは一応大学改革 と

切 ,D離して扱V,たいと思 うO元来,共同利 用研の問題は大学問題と別個に扱 う

ことので き盆石要素を多 く含んでV,るが,それで も大学改革とは独立に共同利

用研はこうあ ってほ しvlとvlうイメ -Lyを作 ることは可能であると思うか らで

ある｡

鈴木所長の文章では,共同利用研全般の問題 と物性研の問題 とを 2段階に分

けて述べ られてvlるOそれに従 って以下鈴木所長の考えをまとめる.

A.共同利用研 に関する意見

1.･共同利用研のイメ ージ

｢全国の研究者VC対して関れた運営をする｣

｢共同利用研は必ず しもビッグサイエンスに対応する巨大施設や 巨大予算が

唯一の存在条件ではなV,o それぞれ著 しvl学 問的特 色をもち,予算その他で思

vYきった措置を とれるようにすることが重要であるe ｣と述べ られてい るO共

同利用研は単なる施設利用研 とは限らず,そ こで特色ある研究が行われること

が望ましいO樽 に基礎研究を行 う上で研究の自由が保証される必要があるO

この ことは物性研設立の趣 旨と変 る処は 夜vlo

2, 共 同利用研の所属

研究の 自由が保証され るためには,現状では大学に配置されることが必撃で

あるo (あるV,は大学連合に属 してもよvlかも知れなvr})ただ し1.の全国の研

究者に対して開かれた運営をす るために,共同利用研を大学の外部に位置付け,

大学の 自治 との矛盾を緩和 し,かな りの独立性を もち,相互尊重 によって大学

の内部 と調和を保つようにするo vlわはプラズマ研方式に近 vl体制であるが こ

れを制度化す る｡
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5. 共同利用研の擦能

柔軟を研究体 制をしく,客 員畜律弓制度や,所貞の任期をお くことに よ って円

滑夜人事交流を実 施する｡高い レベルの研究 と新分野の開発研究の場 とす る｡

また若vl研究者の養成のための機能をあわせて もつ (現行大学院制度にとらわ

れをい｡)

-以上が鈴木所長の共 同利用研構鯨である. 2.につ V,ては 東大改革準備調査会

の第一次報告書に も1つの望ましV,形 として提案されている. 5.の機 能の処で

･は, 1.のイメー汐 と関連 して,施設利用より,内外の研究者にょる高 V,水準の

研究が重視されているOこの点内外か ら反対意 見がでるかも知れ を vlo しか し

大学改革の問題に して も共同利用覇の間願に して も意 見の分れる場合,その 1

つの原因は内外の人びとがそれぞれの立場智固定して考えることにあるように

恩r)れるQこの意味か らも, 円滑 夜人事交流は何に もまして重要 なことと思 うO

さて上の ような共同利用新構想はよ く考え られた もの と思 うO特に 5.の機能

は御尤 もであるが,問題は如何に これを実行してゆ くかにあると患 うO所員の

任期の問題にして も, これに附曝 した多 くの困難を どう処理してゆ くかを慎重

に検討してゆかねはならな vl.0

B:物性研に関する意見

次は物性研についての改革構想で 目的,研究体制,研究者組織に分けて述べ

られてvlるO

1 物 性 研 の 目 的

次の 2 つ の方 向 を目指す
/

1.物性 研 究 の現 在 ま での発展を受けその自然延長 として研究の精密化,定 量

化の方 向 を 目 指 す ｡

2.同時 に 新 し い 研 究 分 野 の 積 極 的 開 拓 を 試 み る o

第 2の 研 究 態 度 は 今 後 も 物 性 研 が 常 に 原 理 的 基 鍵 的 研 究 を 行 う も の とす れば

痔に重要 で あ る O
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2 研究体制

こ ゝでは体制 として ｢プロLyエク ト研究｣を否定 し,新 し く ｢コアー ･yス

テム｣とvlう構想替建 てる. これは共通のテーマを追 う1つの研究集団であ り,

この集団は基本 的設備のまわ りに群 って各自研究を行 うo この制度には少vl予

算を有効に活かす こと,各 自の研究の自由を束縛 しな vlと同時 にバラバラの研

究 を 1つの姐 牡の もとに置 くとvlう利点があるよ うである .

この よ うなVステムはどち らか と云 うと特色ある研究とV,うよ り施設利用に●

重点督置いた もの と思われる｡ 研究設備がただ装置皆買V,集めた ものであるな

らばそ こで行われる研究 も二流の ものにな らざるをえなvlように思 うO 特色 あ

る高vl水準の研究は,その研究に マッチした研究者の創意工夫による装置で行わ

れ るもの と思 うが どうであろ うか ｡ ｢研究のコア-制｣はた しかに実行可能で

多 くの メ リッ ト智 もつが,研究の成果は制度 と同時にもう1つ研究者の実力に

保たなければならをvlと思 う｡

5 研究者組織

教授,助教授の別をな くす,その 1部に 10年の任期をつけるo 助手の任期

は現行通 り5年とする｡

この考えの裏には教授,助教授全員に任 期をつける ことの担難が予想されて

､ハるO人事の交流のため,共同利 用研の公共性のため,･何 らかの形で任期をつ

け なければならなvlと思 うo Lかしこのためには これに伴 う- い害を十分検討

し,任期制がスム ーズに実行され るよ うな客勧情勢智つ くることが必要であるO

共同利用研 にか ざらず,何別 の教室で も有能な人材 を集めなければ ならを vl｡

このためには研究者の多 くがそ こで研究 したい と希望するよ うな環境であるこ

とが必撃であるo 任期なつけた場合,その任期中は存分に実力を出しき って研

究できるよう十分の予算措達が とられ なければならなvlと思 うO

大学院につvlては,共同利用研固有の若手研究者の制度を大学院 とは別に考

えるのがよvlと思 うO 鈴木案 もその 1つであるO

以上鈴木所長の考えをま とめ私 なりにその大望を整理 した積 りであるが,こ

う並べ てみ るとこれを実行す るには内外の大変 を努力が必要である と思 うO特
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に物性研の場合は,新 しく研究所を作る場合 と異 _b, 12年 とV,う長い 歴史を･'てt

引曳 ってvlる串を念頭に置 かなければ在らない｡

物性研究者の間で十分議論 し,検 討していただ くよう切望するO

｢大学改革 と物性研究所jについて

物性研 若 手

物性研究所を共同利用研究 所として考え るとき,次の棉点が重要であると考

えます ｡

① 物性物理学全体を総合的 (学問的に も社会的にも)に考える見地に立 っ

ているかO

㊤ 計画の立案,決定,運営が全 国の物 性研究者の意見に基ずれて vlるかQ

① 責任体制が明確にされてvlるかo

研究者個人の側面か らは,

④ れ研究の機会均等 けが保障されてV,るか o

鈴木所長の文書に関 して,物 性研究所の若手 (大学院生)の 1人 として感 想

を述べます O 所長文書の内容は次の三つの事項か ら成立 ってvlる と思われますO

･i) 実験装置の老朽化を訴え,装置の充実をばかることO

㊥ 東大改革準備亭堵査会の報 告における 也附置研究所無視 書の扱V,陀反論 す

ること｡､

㊥ 物 性研究所将来像に関す る所長私案,

装置 の老朽化の問題は α大学改革 と物性研究所 アとい う題 目●と一見無関係 の

ように思われますが '実 は,ことにこそ ,所長の最大の主張が あるようですO そ

れは'文頭に書かれている'ことと,学部 と研究所の関係をは じめ として ,結局 は

現状維持を主張 しているにすぎない ことを考え合せることか ら想像 できます ｡

改革準備調査会の報告-の反論の中で, 学部に対 して,研究のみを行 う共 同
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